
令和５(2023)年
11月７日(火)
第453号

令和５（2023）年11月７日　火曜日 （839）

告 示
栃木県告示第403号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を指定したので、同
法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年11月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定居宅サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970501631 有限会社みらいヘルスデ
ザイン
取締役
唐木　成仁

みらいケア鹿沼 鹿沼市上田町2337
番地

令 和 ５
（2023）年
10月１日

訪問介護

0970803219 株式会社ＨＯＰＥ
代表取締役
森本　武

ケアサポートほー
ぷ

小山市雨ケ谷141
番地１

令 和 ５
（2023）年
10月１日

訪問介護

0960690055 株式会社　ファースト
ナース
代表取締役
橋本　真奈歩

訪問看護ステー
ションあやめ今市

日光市瀬尾368番
地２アーバンハイ
ネス岩鼻２-Ｂ号
室

令 和 ５
（2023）年
10月１日

訪問看護

0970803193 合同会社ほーむけあ千笑
代表社員
篠﨑　功好

訪問看護ステー
ションいちご

小山市羽川70-１
サンスカイ小山
401

令 和 ５
（2023）年
10月１日

訪問看護

0970803201 医療法人あい ハンディフォレス 小山市西城南六丁 令 和 ５ 訪問看護
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理事長
坂口　敏夫

ト 目３番地９ （2023）年
10月１日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第404号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を指定したの
で、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年11月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0960690055 株式会社　ファースト
ナース
代表取締役
橋本　真奈歩

訪問看護ステー
ションあやめ今市

日光市瀬尾368番
地２アーバンハイ
ネス岩鼻２-Ｂ号
室

令 和 ５

（2023）年
10月１日

介護予防訪
問看護

0970803193 合同会社ほーむけあ千笑
代表社員
篠﨑　功好

訪問看護ステー
ションいちご

小山市羽川70-１
サンスカイ小山
401

令 和 ５

（2023）年
10月１日

介護予防訪
問看護

0970803201 医療法人あい
理事長
坂口　敏夫

ハンディフォレス
ト

小山市西城南六丁
目３番地９

令 和 ５

（2023）年
10月１日

介護予防訪
問看護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第405号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により指定居宅サービス事業者から指定居宅サー
ビスの事業の廃止の届出があったので、同法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年11月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定居宅サービス事業所 廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0971001334 株式会社リヤン
代表取締役
齊藤　貴

虹の里訪問介護セ
ンター

大田原市川田570-
１

令 和 ５
（2023）年
７月31日

訪問介護

0971301445 株式会社リヤン
代表取締役
齊藤　貴

協和苑訪問介護セ
ンター

那須塩原市埼玉
201-２グレートシ
ティ那須

令 和 ５
（2023）年
７月31日

訪問介護

0971400478 合同会社あんず
代表社員
渡邊　了子

訪問看護ステー
ションあんず

さくら市草川28番
地１　Granary５
号棟

令 和 ５
（2023）年
７月31日

訪問介護

0971001235 社会福祉法人謙心会
理事長
安藤　美代子

にちにちそうみは
ら

大田原市美原三丁
目3348番24

令 和 ５
（2023）年
７月31日

通所介護

0971301346 株式会社三英堂商事
代表取締役

家族の家ひまわり
西那須野訪問介護

那須塩原市西三島
２丁目159番地４

令 和 ５
（2023）年

訪問介護
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上村　岩男 事業所 ８月31日

0961090040 一般社団法人訪問看護ス
テーションゆりの木
代表理事
三浦　知津子

訪問看護ステー
ションゆりの木

大田原市山の手一
丁目１番７号

令 和 ５

（2023）年
８月31日

訪問看護

0970803029 株式会社和み
代表取締役
藤田　功

デイサービスまご
ころ

小山市城東７丁目
11番20号

令 和 ５

（2023）年
８月31日

通所介護

0970301255 有限会社テラウチ工業
取締役
青柳　清

訪問介護支援セン
ターあさひ

栃木市藤岡町太田
1061番地１

令 和 ５

（2023）年
９月30日

訪問介護

0971300983 株式会社水仙
代表取締役
佐藤　理恵

訪問介護事業所水
仙

那須塩原市若草町
118番地648

令 和 ５

（2023）年
９月30日

訪問介護

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第406号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定により指定介護予防サービス事業者から指定
介護予防サービスの事業の廃止の届出があったので、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年11月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所 廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0961090040 一般社団法人訪問看護ス
テーションゆりの木
代表理事
三浦　知津子

訪問看護ステー
ションゆりの木

大田原市山の手一
丁目１番７号

令 和 ５
（2023）年
８月31日

介護予防訪
問看護

（高齢対策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第407号
　社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）附則第27条第１項の規定による登録特定行為事業者の
登録をしたので、同条第２項において準用する同法第48条の８の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年11月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整 理 番 号

事 業 所 事 業 者
登 録 の
年 月 日

特定行為の種別
氏名又は名称

住 所 又 は
主たる事務所
の 所 在 地

名 称 所 在 地

092900004 芳賀町 芳賀町祖母井
1020番地

芳賀町立祖母
井保育園

芳賀町祖母井
293番地１

令 和 ５
（2023）年
10月12日

経鼻経管栄養

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第408号
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　次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定
により告示する。
　　令和５（2023）年11月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　解除予定保安林の所在場所
那須町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的
水源の涵

かん

養
３　解除の理由
道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を栃木県庁及び那須町役場に備え置いて縦覧に供する。）
（森林整備課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第409号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和５（2023）年11月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

南 押 原 土 地 改 良 区 令和５（2023）年10月13日

風 見 上 平 土 地 改 良 区 令和５（2023）年10月19日

三 栗 谷 用 水 土 地 改 良 区 令和５（2023）年10月27日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第410号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年11月７日から同年12月６日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和５（2023）年11月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　那須烏山御前山線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

12
前

那須烏山市上境字諸久保1972から
那須烏山市上境字長坂下2661まで

8.5 ～ 22.9 783.2

後
那須烏山市上境字諸久保1972から
那須烏山市上境字長坂下2661まで

10.9 ～ 30.8 783.2

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第411号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年11月７日から同年12月６日まで
一般の縦覧に供する。
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　　令和５（2023）年11月７日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

215
主 要 地 方 道
桐 生 田 沼 線

佐野市山形町字片峰1557から
佐野市山形町字片峰1558-２まで

令和５（2023）年
11月７日

269
主 要 地 方 道
小 山 環 状 線

小山市大字今里75から
小山市大字今里60-４まで

令和５（2023）年
11月７日

311
一 般 県 道
小 山 大 平 線

小山市大字今里380-１から
小山市大字上初田98-２まで

令和５（2023）年
11月７日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第18項の規定により公告する。
　　令和５（2023）年11月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名

役職名
退 任 役 員
氏 名

就 任 役 員
氏 名

住 所
退 任
年 月 日

就 任
年 月 日

風 見 上 平
土地改良区 理 事 高瀬　秀夫 塩谷郡塩谷町大字上平68

令 和 元
（2019）.
９.27

〃 塩谷　祐造 　〃　　〃　　〃　　456-１ 〃

〃 竹澤　　賢 　〃　　〃　大字風見303-１ 〃

〃 樋山　正勝 樋山　正勝 　〃　　〃　大字上平258 〃
令 和 ５
（2023）.
10.19

〃 細井敬一郎 細井敬一郎 　〃　　〃　　〃　　244 〃 〃

〃 神長　　暉 　〃　　〃　　〃　　608 〃

〃 渡辺　　肇 　〃　　〃　大字風見1162-２ 〃

〃 小林　孝男 　〃　　〃　大字大宮1038-２ 〃

監 事 神長　　貢 　〃　　〃　大字上平264
令 和 元
（2019）.
９.27

〃 手塚　恒雄 　〃　　〃　大字風見714 〃

〃 大島　秀二 　〃　　〃　大字熊ノ木３-60 〃

〃 齋藤　　勳 　〃　　〃　大字風見351-３
令 和 ５
（2023）.
10.19

〃 町山　祐司 　〃　　〃　大字上平609 〃
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画の変更の案の縦覧等
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市
計画を変更しようとするので、同法第21条第２項において準用する同法第17条第１項の規定により、次のとお
り公告し、当該都市計画の変更の案を縦覧に供する。
　なお、同法第21条第２項において準用する同法第17条第２項の規定により、関係市町村の住民及び利害関係
人は、縦覧期間満了の日までに知事に意見書を提出することができる。
　　令和５（2023）年11月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　都市計画の種類及び名称
宇都宮都市計画区域区分

２　都市計画を定める土地の区域
変更する部分
壬生町大字中泉字西原、字栃木道及び字山ノ上の各一部

３　縦覧場所
栃木県県土整備部都市計画課、栃木県栃木土木事務所企画調査部企画調査課及び壬生町建設部都市計画
課

４　縦覧期間
令和５（2023）年11月７日から同月21日まで

Ⅱ
１　都市計画の種類及び名称
小山栃木都市計画区域区分

２　都市計画を定める土地の区域
変更する部分
小山市大字鉢形の一部

３　縦覧場所
　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県栃木土木事務所企画調査部企画調査課及び小山市都市整備部都市
計画課
４　縦覧期間
令和５（2023）年11月７日から同月21日まで

Ⅲ
１　都市計画の種類及び名称
足利佐野都市計画道路３・５・106号７丁目大前線

２　都市計画を定める土地の区域
変更する部分
足利市五十部町及び山下町の各一部

３　縦覧場所
　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県安足土木事務所企画調査部企画調査課及び足利市都市建設部都市
政策課
４　縦覧期間
令和５（2023）年11月７日から同月21日まで

（都市計画課）　
　　───────────────────────────────────────────────


